
2025（令和７）年２月１日時点版

2025（令和７）年４月１日より、雇用保険の被保険者の方が、２歳未

満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金

が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を

受けることができます。

支給を受けるためには所定の手続きが必要となりますので、このパン

フレットをお読みいただき、事業所を管轄する公共職業安定所（ハロー

ワーク）で手続を行ってください。

育児時短就業給付の内容と

支給申請手続

都道府県労働局・公共職業安定所（ハローワーク）

被保険者・事業主の皆さまへ

PL070204保01（07.02）
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～育児休業等給付について～

支給額の イメージ

出生時育児
休業給付金

１歳
2か月

1歳
6か月

８週 ２歳１歳出産 16週

各給付金の対象範囲

育児休業等給付には、出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短
就業給付金があります。

育児時短就業給付金は、２歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合
に、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。

※ 出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金は、2025（令和７）年４月１日から創設される給付金です。
※ 産前・産後休業期間は出産手当金の支給を受けられる場合があります。出産手当金につきましては、ご自身が加入している
健康保険等の運営機関へお問い合わせください。

育児時短就業給付金の支給額は、原則として次のとおりです。

育児時短就業中の各月に支払われた賃金額 × 10％

ただし、支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないように、
支給率を調整します。

育児休業給付金

出生後休業支援給付金
※原則８週まで、産後休業をする
場合は16週まで

パパ・ママ育
休プラス

育児時短就業給付金（本冊子）

支給対象期間の延長① 支給対象期間の延長②

※ 出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金については、
別冊『育児休業等給付の内容と支給申請手続』をご覧ください。
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支給率を調整

（注１）育児時短就業開始時の賃金月額は、算定した額が
470,700円を超える場合は、470,700円となりま
す。また、算定した額が86,070円を下回る場合は、
86,070円となります。

（注２）育児時短就業給付金には、459,000円の支給限
度額がありますので、各月に支払われた賃金の額に
支給額を加えた額が459,000円を超える場合は、
459,000円から各月に支払われた賃金の額を減じ
た額が支給額となります。

（注３）また、支給額が2,295円を超えない場合は、育
児時短就業給付金は支給されません。

（注４）なお、（注１）から（注３）までの金額は、
2025（令和７）年７月31日までの額です。｢毎月
勤労統計｣の平均定期給与額により毎年８月１日に
改定されます。

⇒詳しくは、５・６頁をご覧ください。
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Ⅰ 育児時短就業給付金の概要

１ 支給対象者 ～支給を受けることができる方～

（１）受給資格

（２）各月の支給要件

① ２歳未満の子を養育するために、１週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被
保険者であること。

・ 「被保険者」とは、雇用保険の一般被保険者と高年齢被保険者をいいます。

② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を
開始したこと、

または、育児時短就業開始日前２年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある（ない場合
は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある）完全月が12か月あること。

・ 「育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始したこと」とは、育児休業終了の
翌日（復職日）から育児時短就業を開始する場合に加え、育児休業を終了した日と育児時短就業を開始
した日の間が14日以内の場合をいいます。（例１参照）

・ 過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある場合は、それ以降のものに限り
ます。育児時短就業開始日前２年の間に、疾病、負傷、出産、育児等やむを得ない理由により引き続き
30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該理由により賃金の支払いを受
けることができなかった期間を２年に加算することができます（合計で最長４年間） 。

育児時短就業給付金は、次の（１）①・②の要件をいずれも満たす方であって、育児時短就業
中の（２）①～④の要件をすべて満たす月について支給されます。

① 初日から末日まで続けて、被保険者である月

② １週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

③ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月

④ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

例１：育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短
就業を開始した場合

4/15 子Ａについて
育児時短就業を
開始した日

4月

時短就業

3月

育児休業

3/31 子Ａについて
育児休業期間の
末日 4/1 ～ 4/14

（14日以内）

育児休業期間の末日の翌日（復職日）が育児時短就業を開始した日である場合のほか、育児休業期間の末日の
翌日（復職日、例１では4/1）から起算して、育児時短就業を開始した日の前日（例１では4/14）までの期
間が14日以内の場合も「育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業
を開始した」ものと取り扱います。
「育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した」場合に該当
する場合は、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」（11頁
参照）の提出は不要です。
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ご注意ください 育児時短就業給付金の対象とならないケース

例２：月の途中で離職し、被保険者資格
を喪失した場合

（３）支給対象となる時短就業（育児時短就業）

育児時短就業給付金の支給対象となる時短就業（育児時短就業）とは、２歳に満たない子を養
育するために、被保険者からの申出に基づき、事業主が講じた１週間当たりの所定労働時間を
短縮する措置をいいます。

・ １週間当たりの所定労働日数を変更した結果、１週間当たりの所定労働時間が短縮される場合を含みます。

・ 短縮後の１週間当たりの所定労働時間に上限・下限はありません。このため、育児・介護休業法に基づく所定労働時間
の短縮措置（１日の所定労働時間を原則として６時間とする措置を含むもの。）に限らず、２歳に満たない子を養育す
るために１週間当たりの所定労働時間を短縮した場合は、育児時短就業と取り扱います。

・ 被保険者が子を養育するために短時間正社員、パートタイム労働者等に転換、転職したことに伴い、１週間当たりの所
定労働時間が短縮されている場合も、育児時短就業と取り扱います。

・ ただし、短縮後の１週間当たりの所定労働時間が20時間を下回る場合は、子が小学校就学の始期に達するまでに１週間
の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することが前提であることが就業規則等の書面により確認できる場
合を除き、雇用保険の被保険者資格を喪失することとなり、育児時短就業給付金の支給対象となりません。

例３：週所定労働時間20時間未満の
労働条件で転職した場合

Point！ 特別な労働時間制度の適用を受けている場合などの取扱い

フレックスタイム制の適用を受けている場合
清算期間における総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱います。清算期間
における総労働時間は変更せずに、フレキシブルタイムの一部又は全部の勤務を行わないことで、
清算期間毎に欠勤控除を受けるときは、育児時短就業と取り扱いません。

変形労働時間制の適用を受けている場合
対象期間の総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱います。対象期間の総労
働時間を変更しないときの対象期間中の１週間の平均労働時間を下回る期間（いわゆる閑散期）は
育児時短就業と取り扱いません。

裁量労働制の適用を受けている場合
みなし労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱います。

いわゆる「シフト制」で就労する場合
実際の労働時間に基づいて１週間当たりの平均労働時間を算定し、短縮が確認できるときは、育児
時短就業と取り扱います。

・ 「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間ごとに作成される勤務割
や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態をいいます。

3/21 被保険者
資格喪失

（離職日の翌日）

時短就業

3/1

3/20 離職

時短就業

3/1

3/31 離職
4/1 就職
（週所定労働時間
20時間未満）

被保険者資格は離職日の翌日に喪失するため、月
の途中で離職した場合は、月の初日から末日まで
続けて被保険者であることの要件を満たさず、離
職した月（例２では３月）は支給の対象となりま
せん（前月までは支給の対象です。）。なお、月
の末日に離職した場合は、離職した月も支給の対
象となります。

当初より週所定労働時間が20時間未満の場合で
あって、被保険者とならないときは、被保険者で
あることの要件を満たさず、支給の対象となりま
せん。
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３ 支給対象期間 ～支給を受けることができる期間～

育児時短就業給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を
終了した日の属する月までの各暦月について支給します。
この各暦月のことを「支給対象月」といいます。

ただし、次の①～④の日の属する月までが支給対象月となります。

例４：月の途中から育児時短就業を開始・終了した場合

4/21 育児休業から復帰
と同時に時短就業

（時短就業を開始した日）

4/1～30（支給対象月①）

時短就業

3/1～31 5/1～31（支給対象月②）

育児休業

3/1～31（支給対象月⑫）

3/21 時短就業から
通常就業に復帰

4/1～30

3/20 時短就業を
終了した日

① 育児時短就業に係る子が２歳に達する日の前日

・ 「子が２歳に達する日」とは、２歳の誕生日の前日をいいます。

② 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日

③ 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の
前月末日（⇒例５参照）

④ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

・ 「その他の事由」とは、以下の事由をいいます。

ア 子の離縁又は養子縁組の取消（子が養子の場合）

イ 子が他の者の養子となったこと等の事情により当該子と同居しなくなったこと

ウ 特別養子縁組の成立の審判が確定することなく終了したこと、または、養子縁組里親である被保険者
への委託の措置が解除されたこと

エ 被保険者の疾病・負傷、または身体上・精神上の障害により、子が２歳に達するまでの間、子を養育
することができない状態になったこと

例５：月の途中から別の子について育児時短就業を開始した場合

4/16 子Aについて
育児時短就業を開始

4/1～30
（子A：支給対象月①）

2/1～28
（子A：支給対象月⑪）

3/1～31
（子B：支給対象月①）

3/16 別の子Bについて
育児時短就業を開始

時短就業B

4/1～30
（子B：支給対象月②）

例５では、同じ暦月（３月）において、子Aの育児時短就業を終了し、別の子Bについて育児時短就
業を開始した場合、その月（３月）は別の子Bの育児時短就業の支給対象期間となり、子Aの育児時
短就業は前月（２月）までが支給対象月となります。

時短就業A

例４では、育児時短就業を開始した日（4/21）の属する月（４月）から育児時短就業を終了した日
（3/20）の属する月（３月）までの各暦月（４月～翌年３月）が支給対象月となります。
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４ 支給額

（１）支給対象月に支払われた賃金額※１が、育児時短就業開始時賃金月額※２の90％以下の場合

育児時短就業給付金の支給額 ＝ 支給対象月に支払われた賃金額 × 10％

（２）支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90％超～100％未満の場合

育児時短就業給付金の支給額 ＝ 支給対象月に支払われた賃金額 × 調整後の支給率※３

（３）支給対象月に支払われた賃金額と、（１）又は（２）による支給額の合計額が支給限度額※４

を超える場合

育児時短就業給付金の支給額 ＝ 支給限度額 － 支給対象月に支払われた賃金額

※１ 臨時に支払われる賃金及び３か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いて、当該支給対象月に支
払われた賃金をいいます。当該支給対象月を対象とした賃金であっても、他の月に支払われた賃金は含
みません。
また、賃金算定の事由が各月ごとに発生し、本来各月ごとに支払われるべきところ、単に支払事務の

便宜等のため数か月分一括して支払われる通勤手当等については、当該賃金が支払われた以後の各支給
対象月に、当該賃金額をその基礎となる月数で除した額が支払われたものとして取り扱います。

※２ 同一の子に係る最初の育児時短就業開始前直近６か月間（賃金支払基礎日数が11日未満の賃金月は除
く。また、当該休業開始前の２年間に賃金支払基礎日数が11日以上の賃金月が６か月に満たない場合は、
賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である賃金月）に支払われた賃金（臨時に支払われる賃
金と３か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く）の総額を180で除して得た額（育児時短就業開
始時賃金日額。上限額及び下限額があります。）に30を乗じたものをいいます。
ただし、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始し

た場合は、当該育児休業給付に係る休業開始時賃金日額を育児時短就業開始賃金日額とします。

※３ 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90％超～100％未満のときは、支
給対象月に支払われた賃金額と支給額の合計が、育児時短就業開始時賃金月額を超えないよう支給率を
調整します。このときの支給率は次のとおりです。

※４ 支給限度額（2025（令和７）年７月31日までの額）： 459,000円

ご注意ください 育児時短就業給付金が支給されないケース

育児時短就業給付金は、次の①～③のとおり、育児時短就業の前後で賃金が減少していないと認められ
る場合や、一定の限度額に該当する場合には、支給されませんのでご注意ください。

① 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100％以上の場合

支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100％以上の場合は、育児時短就
業の前後で賃金が減少していないものとして支給されません。

② 支給対象月に支払われた賃金額が、支給限度額以上の場合

支給対象月に支払われた賃金額が、一定額以上の場合は、給付金が支給されなくなることがあり、こ
のときの基準額を支給限度額といいます。このため、支給対象月に支払われた賃金額が、459,000
円（2025（令和７）年７月31日までの額）以上の場合は支給されません。

③ 上記（１）～（３）による支給額が、最低限度額以下のとき

支給限度額とは逆に、算定された支給額が低額の場合は、給付金が支給されなくなることがあり、こ
のときの基準額を最低限度額といいます。このため、上記（１）～（３）によって算定された支給額
が、2,295円（2025（令和７）年７月31日までの額）以下の場合は支給されません。

支給率 ＝ 9,000 × － 90 ×
育児時短就業開始時賃金月額

支給対象月に支払われた賃金額 × 100 100

1
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また、育児時短就業開始時賃金日額の上限額・下限額（2025（令和７）年７月31日までの額）は、次
のとおりです。

育児時短就業開始時賃金日額 上限額：15,690円 下限額：2,869円

これに30を乗じた育児時短就業開始時賃金月額の上限額・下限額は次のとおりです。

育児時短就業開始時賃金月額 上限額：470,700円 下限額：86,070円

例①：育児時短就業開始時賃金月額：300 ,000円
支給対象月に支払われた賃金額：200 ,000円 の場合

例②：育児時短就業開始時賃金月額：300 ,000円
支給対象月に支払われた賃金額：280 ,000円 の場合

例③：育児時短就業開始時賃金月額：470 ,700円（上限額）
支給対象月に支払われた賃金額：420 ,000円 の場合

支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90％（270,000円）以下
であるため、支給率は10％となります。このとき、支給額は次のとおりです。

200,000円 × 10％ ＝ 20,000円

支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90％（270,000円）を超え、
100％未満であるため、支給率は次のとおりです。

｛9,000 × 300,000 ÷ （280,000 × 100） － 90｝ ÷ 100 ＝ 0.06428…

このとき、支給額は次のとおりです。 ≒ 6.43％

280,000円 × 6.43％ ＝ 18,004円

支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90％（423,630円）以下
であるため、支給率は10％となります。このとき、支給額は

420,000円 × 10％ ＝ 42,000円

となりますが、

420,000円 ＋ 42,000円 ＝ 462,000円 ＞ 459,000円（支給限度額）

のため、支給額は次のとおりです。

459,000円 － 420,000 ＝ 39,000円

支給率賃金率支給率賃金率

4.74％95.00％0.00％100.00％

5.24％94.50％0.45％99.50％

5.74％94.00％0.91％99.00％

6.26％93.50％1.37％98.50％

6.77％93.00％1.84％98.00％

7.30％92.50％2.31％97.50％

7.83％92.00％2.78％97.00％

8.36％91.50％3.26％96.50％

8.90％91.00％3.75％96.00％

9.45％90.50％4.24％95.50％

10.00％90.00％

〔早見表の見方〕

育児時短就業開始時賃金月額と比較した支給対象月
に支払われた賃金額の割合（賃金率）に応じてた支
給率を、支給対象月に支払われた賃金額に乗ずるこ
とにより育児時短就業給付金の支給額が分かります。

（注１）育児時短就業開始時賃金月額は、算定した額が
470,700円を超える場合は、470,700円となりま
す。また、算定した額が86,070円を下回る場合は、
86,070円となります。

（注２）育児時短就業給付金の支給限度額は、459,000
円ですので、支給対象月に支払われた賃金の額に上
記 に よ り 算 定 し た 「 支 給 額 」 を 加 え た 額 が
459,000円を超える場合は、459,000円から支給
対象月に支払われた賃金の額を減じた額が支給額と
なります。

（注３）また、上記より算定した「支給額」が、2,295円
を超えない場合は、育児時短就業給付金は支給され
ません。

（注４）なお、（注１）から（注３）までの金額は、
2025（令和７）年７月31日までの額です。｢毎月
勤労統計｣の平均定期給与額により毎年８月１日に
改定されます。

Point！ 育児時短就業給付金の支給率早見表

（四捨五入）
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Point！ 賃金率が90％超100％未満の場合の支給額について

支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90％を超え、100％未満である場合
の育児時短就業給付金の支給額は、以下のような手順で求められます。

賃金率（X） ＝ 支払われた賃金額 ÷ 育児時短就業開始時賃金月額 × 100
支給率（Y） ＝ 9,000 ÷ X － 90
支 給 額 ＝ 支払われた賃金額 × Y ÷ 100

計算の結果、端数が生じた場合、 賃金率及び支給率については、小数点以下第３位を四捨五入して
小数点以下第２位まで算定し、支給額については小数点以下を切り捨てて整数とします。

〔支給額の原則的な考え〕

時短就業開始時賃金月額に対する
支給対象月に支払われた賃金の率（％）

賃
金
＋
支
給
額
（％
）

100％

100％

賃金

給付（賃金×10％）

90％

ⓐ

給付金部分

軸： × 100

軸： × 100

支給対象月に支払われた賃金額

育児時短就業開始時賃金月額

支給対象月に支払われた賃金額 ＋ 支給額

育児時短就業開始時賃金月額

賃金率が90％を超え100％未満の場合、賃金と支給額の合計を育児時短就業開始時賃金月額で除した割合（グラフのⓐの部
分）は、99％から100％までの間の値となりますが、これを計算式で表すと次のとおりです。

＝ （ ー 90） ＋ 99
100 ー 99

100 ー 90
＝ ＋ 90 ･･･ ①

1

10

賃金率がA％（90＜A＜100）とした場合、賃金と支給額の合計を育児時短就業開始時賃金月額で除した割合が①％ですから、
このうち支給額部分の割合は、①％から賃金の割合（A％）を減じて次のとおりです。

支給額部分の割合 ＝ Ａ ＋ 90 ー Ａ ＝ － Ａ ＋ 90

また、上記の支給額部分の割合は、 と表すこともできるので、支給額は次のとおりです。
支給額

育児時短就業開始時賃金月額
× 100

支給額 ＝ （－ Ａ ＋ 90） × ･･･ ②
育児時短就業開始時賃金月額

100

なお、賃金率Ａは、 と表すこともできるので、これを②に代入し、支給額は次のと
おりとなります。

1

10

9

10

支給額

育児時短就業開始時賃金月額
× 100 ＝ － Ａ ＋ 90

9

10

9

10

支給対象月に支払われた賃金額

育児時短就業開始時賃金月額
× 100

＝ × 育児時短就業開始時賃金月額 － × 支給対象月に支払われた賃金額
9

10

9

10

支給額 ＝（－ × × 100 ＋ 90） ×
9

10

支給対象月に支払われた賃金額

育児時短就業開始時賃金月額

育児時短就業開始時賃金月額

100

（注）算定した支給額は、端数処理の関係で、実際に支給される額と異なる場合があります。
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Ⅱ 育児時短就業給付金の支給申請手続

１ 手続の概要・流れ

育児時短就業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主の方が育児時短
就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請を行う必要があります。

事業主の方が支給申請を行う場合は、育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認と初回の
支給申請を同時に行うこともできます。

育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した
場合（２頁参照）は、育児時短就業開始時賃金の届出は不要です。

支給申請は、原則として２つの支給対象月について２か月ごとに行うようにしてください。

・ 被保険者の方が希望する場合は、被保険者の方が自ら受給資格確認、支給申請を行うことも可能です。
（育児時短就業開始時賃金の届出は、事業主の方が行う必要があります。）

・ 被保険者の方が希望する場合は、１つの支給対象月について１か月ごとに支給申請を行うことも可能です。

例６：４月の途中から育児時短就業を開始した場合

4/21 育児時短就業を開始した日

4/1～30
（支給対象月①）

時短就業

3/1～31
5/1～31

（支給対象月②）

育児休業

6/1～30
（支給対象月③）

7/1～31
（支給対象月④）

手続③：初回の支給申請
＜様式＞
・育児時短就業給付受給資格確認票・（初回）育
児時短就業給付金支給申請書
又は

・育児時短就業給付金支給申請書
＜添付＞
・支給対象月における賃金の額及び賃金の支払状
況を確認できる書類

・支給対象月における短縮後の週所定労働時間を
確認できる書類
（賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件
通知書等）

手続①：育児時短就業開始時賃金の届出
＜様式＞・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始

時賃金証明書
＜添付＞・賃金証明書に記載した賃金支払基礎日数、賃金支払状況及び育児時短

就業を開始した日を確認できる書類
（賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書等）

手続②：受給資格確認
＜様式＞・育児時短就業給付受給資格確認票・（初回）育児時短就業給付金支給

申請書
＜添付＞・育児の事実、出産予定日及び出生日を確認することができる書類

・育児時短就業を開始した日を確認できる書類
・本来の週所定労働時間を確認できる書類

（母子健康手帳、賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書等）

手続④：２回目の支給申請
＜様式＞
・育児時短就業給付金支給申請書
＜添付＞
・支給対象月における賃金の額及び賃金の支払
状況を確認できる書類

・支給対象月における短縮後の週所定労働時間
を確認できる書類（変更無い場合は省略可）
（賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条
件通知書等）

期限は初回の支給申請まで
（初回の支給申請と同時も可）

期限は最初の支給対象月の初日
から起算して４か月以内
（例６では、４・５月分に
ついて、7月31日まで）

期限は支給対象月の初日から
起算して４か月以内
（例６では、６・７月分に
ついて、９月30日まで）

育児休業給付の対象となる育児
休業から引き続き、同一の子に
ついて時短就業を開始した場合
は、手続①は不要
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２ 手続の詳細

（１）育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認、初回の支給申請

原則、被保険者を雇用している事業主。ただし、本人の希望があれば被保険者が直接提
出することも可能。

提出者

① 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
（11頁参照）

② 育児時短就業給付受給資格確認票・（初回）育児時短就業給付金支給申請書（12頁
参照）

・育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合
（２頁参照）は、①の提出は不要です。

・受給資格確認と同時に初回の育児時短就業給付金の支給申請を行わない場合、②の書類は、「育児
時短就業給付受給資格確認票」としてのみ使用してください。

・②の書類には、個人番号（マイナンバー）を記載して提出してください。

・②の書類には、払渡希望金融機関の記入欄があります。以前に雇用保険の給付（例えば育児休業給
付）の支給を受けていた方は、そのときの口座を使用することもできます。また、マイナポータル
に公金受取口座を登録している方は、ハローワークに個人番号を届け出ていれば、その口座を使用
することもできます。

提出書類
①②の両方

① 賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児短時間勤務申出書、育児
短時間勤務取扱通知書、就業規則など
育児時短就業を開始した日、賃金の額と支払状況、週所定労働時間を確認できるもの

② 母子健康手帳（出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ）、
住民票、医師の診断書（分娩（出産）予定日証明書）など
育児の事実、出産予定日及び出生日を確認できるもの（写し可）

・育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合
は、②の提出は不要です。

・短縮後の週所定労働時間が20時間を下回る場合は、就業規則などの子が小学校就学の始期に達する
までに週所定労働時間が20時間以上に復帰する前提であることが確認できる書類の添付が必要です。

・手書きで申請書を作成する場合であって、公金受取口座の利用を希望しないときは、通帳・キャッ
シュカードの写しなど口座情報を確認できる書類の添付が必要です。

添付書類
①②の両方

事業所の所在地を管轄するハローワーク ※電子申請も利用できます提出先

受給資格確認手続のみ行う場合

初回の支給申請を行う日まで

初回の支給申請も同時に行う場合

最初の支給対象月（育児時短就業開始日の属する月）の初日から起算して４か月以内
例：育児時短就業開始日が７月10日の場合 ⇒ 最初の支給対象月は７月、提出期限は10月31日まで

・被保険者が、育児時短就業を行う前に同一の子について育児休業を行っている場合は、当該育児休
業に係る育児休業給付の手続を先に行ってください。

・高年齢雇用継続給付の支給申請月は、事業所ごとに申請月（奇数月型または偶数月型）が指定さ
れています。この申請月にあわせて育児時短就業給付金の支給申請手続を行うことができます。

提出時期

受給資格がある場合

受給資格確認のみ行ったときは、「育児時短就業給付受給資格確認通知書」、「育児時短就業給付
次回支給申請日指定通知書」及び（初回申請用の）「育児時短就業給付金支給申請書」が交付され
ます。

初回の支給申請も同時に行ったときは、「育児時短就業給付金支給決定通知書」、「育児時短就業
給付次回支給申請日指定通知書」及び（次回申請用の）「育児時短就業給付金支給申請書」が交付
されます。

「育児時短就業給付受給資格確認通知書」、「育児時短就業給付金支給決定通知書」は、被保険者
の方にお渡しください。

受給資格がない場合

「育児時短就業給付受給資格否認通知書」が交付されます。被保険者の方にお渡しください。

返戻文書
（13頁参照）
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（２）２回目以降の支給申請

原則、被保険者を雇用している事業主。ただし、本人の希望があれば被保険者が直接提
出することも可能。

提出者

育児時短就業給付金支給申請書（13頁参照）提出書類

賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児短時間勤務申出書、育児短時
間勤務取扱通知書など
支給対象月の賃金の額と支払状況、育児時短就業中の週所定労働時間を確認できるもの

・従前の支給対象月から、育児時短就業中の週所定労働時間の変更が無い場合は、育児時短就業中の
週所定労働時間を確認できるものの提出は不要です。

・事業所における所定労働時間の引き下げなどによって、被保険者に適用される本来の週所定労働時
間が変更された場合は、支給申請書の「本来の週所定労働時間（変更があった場合）」に記載し、
就業規則などの本来の週所定労働時間を確認できるものを提出してください。

添付書類

事業所の所在地を管轄するハローワーク ※電子申請も利用できます提出先

公共職業安定所長が指定する支給申請期間

・ハローワークが交付する「育児時短就業給付次回支給申請日指定通知書」に、次回支給対象月の初
日から起算して４か月以内の期間が指定されます。

例：次回支給対象月が９月、10月の場合 ⇒ 提出期限は12月31日まで

提出時期

「育児時短就業給付金支給決定通知書」、「育児時短就業給付次回支給申請日指定通知
書」及び（次回申請用の）「育児時短就業給付金支給申請書」が交付されます。

「育児時短就業給付金支給決定通知書」は、被保険者の方にお渡しください。

返戻文書
（13頁参照）

（３）支給決定と支給の時期について

ハローワークでは、支給申請書に記載された事実の内容を賃金台帳等により確認し、要件が満たされ
ていると判断した場合に、支給決定を行います。
支給の可否と支給額については「育児時短就業給付金支給決定通知書」により通知されます。
支給決定から、指定された金融機関の口座に育児時短就業給付金が振り込まれるまで、約１週間かか
りますので、あらかじめご了承ください。

（４）支給方法について

育児時短就業給付金は、「育児時短就業給付受給資格確認票・（初回）育児時短就業給付金の支給申
請書」の「払渡希望金融機関指定届」欄によって届け出られた被保険者本人の金融機関の口座に振り
込まれます。
振込先の口座を変更したい場合は、「払渡希望金融機関指定・変更届」により変更先の口座を届け出
てください。
また、「公金受取口座」への振込を希望する方が、マイナポータルから「公金受取口座」の登録を変
更した場合も「払渡希望金融機関指定・変更届」により変更の旨を届け出てください。

（５）他の給付との関係について

月の初日から末日まで続けて育児休業給付または介護休業給付を受けることができる休業を取得して
いた月は、育児時短就業給付金を受けることができません。
高年齢雇用継続給付の支給を受けた月は、育児時短就業給付金の支給を受けることはできません。
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記載例：雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書

④欄
被保険者が２歳に満たない子を養育す
るための所定労働時間の短縮を開始し
た日を記入してください。

⑦欄
｢休業等を開始した日｣欄は、④欄の所
定労働時間の短縮を開始した日を記入
してください。
所定労働時間の短縮を開始した日から
遡って賃金支払基礎日数が11日以上
（または賃金の支払いの基礎となった
時間数が80時間以上）ある月を２年間
確認しますが、賃金支払基礎日数が11
日以上（または賃金の支払いの基礎と
なった時間数が80時間以上）ある被保
険者期間算定対象期間が12か月以上記
入があれば以下は記入を省略できます。
※離職証明書の記入方法に準じて記入
してください。

⑧・⑩欄
⑦欄もしくは⑨欄の期間における賃金
支払の基礎となった日数をそれぞれ記
入してください。
有給休暇の対象となった日、休業手当
の対象となった日を含みます。

⑨欄
最上段には所定労働時間の短縮を開始
した日の直前の賃金締切日の翌日から、
所定労働時間の短縮を開始した日の前
日までの期間を記入し、以下順次遡っ
て賃金締切日の翌日から賃金締切日ま
での期間を２年間確認しますが、完全
月で⑩欄の基礎日数が11日以上の月を
６か月以上記入があれば以下は記入を
省略できます。６か月に満たない場合
は、賃金の支払いの基礎となった時間
数が80時間以上の月も記入する必要が
あります。
※離職証明書の記入方法に準じて記入
してください。

⑪欄
月給者は Ａ 欄に、日給・時給者は Ｂ
欄に記入しますが、日給・時給者で月
単位で支払われる賃金（家族手当等）
は Ａ 欄に記入し、合計額を計欄に計
上してください。
Ａ 欄または Ｂ 欄いずれか一方の記入
のみで足りる場合は、計欄の記入を省
略できます。記入しない欄は斜線を引
いてください。

⑫欄
⑦欄から⑪欄の参考となることを記入してください。
例・賃金未払いがある場合
・出産・傷病等で引き続き30日以上賃金の支払がない場合
・休業手当が支払われたことがある場合
・⑧欄の基礎日数が11日以上の月が12か月以上ない場合、または、⑩欄の基礎日数が11日以上の完全月が６か月ない
場合は、⑧欄または⑩欄の基礎日数が10日以下の期間について、当該期間における賃金支払の基礎となった時間数を
記入してください。

⑬欄
３か月以内の期間ごとに支払われる賃金（特別の賃金）について記入してください。該当がない場合には斜線を引いてください。

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ Ⅲ

Ⅳ Ⅴ Ⅵ

Ⅶ

Ⅶ

Ⅵ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
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記載例：育児時短就業給付受給資格確認票・（初回）育児時短就業給付金支給申請書

22欄
個人番号の登録が完了している方で、マイナポータルに登録されている公金受取口座への振込を新たに希望される場合は
「１」を記入してください。「１」を記入した場合は、金融機関情報（金融機関名称・支店名称及び23欄）について記載の必
要はありませんが、記載があった場合には記載された金融機関への振込を優先します。なお、過去に失業等給付や育児休業等
給付を受給したことがあり、その際に登録した口座への振込を希望する場合は記載不要です。

署名欄
被保険者本人が氏名を記載してください。被保険者から申請等に係る同意書が提出された場合には、被保険者の署名を省略で
きます。このとき、申請者氏名欄には、「申請について同意済み」と記載してください。

５・６欄
５欄に育児時短就業開始年月日、６
欄に出産年月日を記入してください。

９欄
育児時短就業を行わない場合に、事
業所において被保険者に適用される
週所定労働時間を記入してください。
シフト制で就労している方について
は、育児時短就業を開始した日前６
か月間における実際の労働時間の週
平均を記入してください（14頁参
照）。

10欄
育児休業給付の対象となる育児休業
から引き続き、同一の子について育
児時短就業を開始した場合（２頁参
照）は「１」を記入してください。

12・15欄
支給対象月における短縮後の週所定
労働時間を記入してください。複数
の週所定労働時間がある場合は、最
も短いものを記入してください。シ
フト制で就労している方については、
支給対象月における実際の労働時間
の週平均を記入してください（14頁
参照）。

13・16欄
支給対象月中に支払われた賃金（臨
時の賃金及び３か月を超える期間ご
とに支払われる賃金を除く。）を記
入してください。
また、支給対象月に数か月分一括払
いの通勤手当等が支払われた場合に
は、支払われた月以後の支給対象月
に１か月当たりの額を割り振って
（端数が生じる場合は、最後の月分
に加算する。）計上してください。

30・31欄
上記の通勤手当等のほか、賃金に含
まれるか否かが判断しかねるものに
ついても、その額と名称を記入して
ください。

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

Ⅶ

Ⅷ
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記載例：育児時短就業給付金支給申請書

通知例：育児時短就業給付次回支給申請日指定通知書・育児時短就業給付金支給決定通知書

（裏 面）

６・９欄、７・10欄、19・20欄
前頁参照。

14欄
事業所における所定労働時間の引き
下げなどによって、被保険者に適用
される本来の週所定労働時間が変更
された場合は、変更後の本来の週所
定労働時間を記入してください。

15・16欄
本来の週所定労働時間に復帰した場
合のほか、育児時短就業が終了する
事由（４頁参照）が生じた場合は、
育児時短就業の終了日（最終日）と
終了理由を記入してください。

署名欄
被保険者本人が氏名を記載してくだ
さい。被保険者から申請等に係る同
意書が提出された場合には、被保険
者の署名を省略できます。このとき、
申請者氏名欄には、「申請について
同意済み」と記載してください。

次回支給申請期間
この期間中の奇数月または偶数月に
他の雇用継続給付に関する支給申請
等と併せて行うことができます。

支給期間
支給期間の末月は、子の２歳の誕生
日の前々日の属する月です。

支払方法
指定した金融機関口座番号が記載さ
れていることを確認してください。

通知内容
受給資格を否認した場合はその旨が
印字されます。
受給資格確認と同時に初回の支給申
請が行われた場合は、支給決定され
た内容等が印字されます 。

育児時短就業給付次回支給申請日指定通知書・育児時短就業給付金支給決定通知書は、（次回申請用の）「育児時短就業給付金支
給申請書」とともに通知されます。「育児時短就業給付金支給申請書」は、上記記載例を参考に記入し、事業主の方を経由して提
出してください。

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅰ

Ⅱ Ⅲ

Ⅳ
Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

ここでは令和７年８月に通勤手当が３か月
分一括して10,000円支払われた例を記載。
この通勤手当は３か月に分け、
令和７年８月（７欄）に3,333円
令和７年９月（10欄）に3,333円
令和７年10月（次回支給申請時）
に3,334円

を計上してください。
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FAQ ～よくあるご質問～

Q2.育児休業や本来の週所定労働時間に復帰したことにより育児時短就業が終了した後、同じ
子の養育のために再度時短就業をすることになった場合は、育児時短就業給付金の対象と
なりますか。また、育児時短就業給付金の対象となるときはどのように手続きが必要です
か。

A2.育児時短就業給付金の対象となる時短就業に回数の制限はありませんので、再度の育児時
短就業をしている各月について、支給要件（２頁参照）を満たしている場合は育児時短就
業給付金の対象となります。
同じ子について再度の育児時短就業を開始し、育児時短就業給付金を受ける場合は、育児
時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認は不要ですので、被保険者を雇用している事業
主の方より、新たに支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して４か月以内に、
育児時短就業給付金支給申請書（13頁参照）と添付書類（10頁参照）を事業所の所在地を
管轄するハローワークに提出してください。

Q1.特別な労働時間制度の適用を受けている場合など（３頁参照）は、申請書の「本来の週所定労働時
間」、支給対象月の「週所定労働時間」はどのように計算すればいいですか。

A1.以下のとおりです※１。
・フレックスタイム制、変形労働時間制の適用を受けている場合

清算期間（対象期間）の総労働時間 ÷ 清算期間（対象期間）の月数 × 12 月 ÷ 52週
・裁量労働者制の適用を受けている場合

１日のみなし労働時間 × ５日
・いわゆる「シフト制」で就労する場合

該当期間※２の実際の労働時間※３÷ （該当期間※２の暦日数 ÷ ７日）※４

※１いずれも計算結果に端数が生じたときは、分単位未満を切り捨ててください。
※２ 本来の週所定労働時間を計算する場合は、育児時短就業開始時賃金月額（５頁参照）の算定に用いた６か月間、支
給対象月の週所定労働時間を計算する場合は、その支給対象月をいいます。

※３法定労働時間（１日８時間・１週40時間又は44時間）を超えないものに限ります。
※４括弧内に端数が生じた場合は小数点第３位を四捨五入してください。

なお、厚生労働省ホームページに週所定労働時間の計算に用いる「週所定労働時間算定補助シー
ト」を掲載していますのでご活用ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

検 索育児休業等給付

例７：同じ子について、複数回育児休業と時短就業を行う場合

4/16 育児休業から復帰
と同時に時短就業

4月3月 5月

育児休業①

9/20 育児休業から復帰
後、本来の所定労働
時間で勤務した後、
同じ子について2回
目の時短就業

7/16 同じ子について
2回目の育児休業

育児休業②時短就業①

6月 7月 8月 9月 10月

時短就業②

例７では、時短就業②についても支給要件（２頁参照）を満たしている場合は９月から支給対象月
となります。9月及び10月分の支給申請については、12月31日までに提出してください。時短就
業②の育児時短就業開始時賃金月額（５頁参照）は、時短就業①の際と同じ額を用います。
なお、育児休業給付の対象となる育児休業については、取得回数の上限がありますので、ご留意く
ださい。
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Point！ 2025（令和７）年４月１日以前より時短就業を開始している場合の措置

育児時短就業給付金は、2025（令和７）年４月１日以後に育児時短就業を開始した方が対象
となりますが、2025（令和７）年４月１日前より育児時短就業に相当する就業を行っている
方については、2025（令和７）年４月１日を育児時短就業を開始した日とみなして受給資
格・各月の支給要件（２頁参照）を満たす場合は、2025（令和７）年４月以降の各月を支給
対象月として支給されます。
ただし、受給資格・各月の支給要件を満たす場合であっても、支給対象月に支払われた賃金額
が、2025（令和７）年４月１日を育児時短就業を開始した日とみなして算定された育児時短
就業開始時賃金月額より低下していない支給対象月は不支給となります（５頁参照）ので、あ
らかじめご了承ください。

電子申請のご案内

育児時短就業給付金に関する育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請は、
「ｅｰＧｏｖ」（電子申請に関する総合的な検索・案内サービス）を利用して電子申請が可能
です。
「ｅｰＧｏｖ」から電子申請を行う場合は、申請内容に応じて以下の手続をご利用ください。

① 育児時短就業開始時賃金の届出のみを行う場合
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書又は同休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明
書の提出（令和４年６月以降手続き）」
・受給資格確認及び初回の支給申請を事業主を経由して行う場合は、②の手続きを利用してください。

② 育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び初回の支給申請を行う場合
「雇用保険育児時短就業給付（育児時短就業給付金）の申請（初回申請）（令和７年４月以降
手続き）」
・ 育児時短就業開始時賃金の届出が不要な場合（２頁参照）は、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書／所定労働
時間短縮開始時賃金証明書」（11頁参照）は入力不要です。

・ 受給資格確認手続のみを行う場合は、「育児時短就業給付受給資格確認票・（初回）育児時短就業給付金支給申請書」
（12頁参照）の11～21欄、30～32欄は入力不要です。

③ ２回目以降の支給申請を行う場合
「雇用保険育児時短就業給付（育児時短就業給付金）の申請（令和７年４月以降手続き）」
・受給資格確認手続のみ行った場合の初回の支給申請も、この手続を利用してください。

・ 育児時短就業を終了した後に、同一の子について再度の育児時短就業を行い、育児時短就業給付金の支給を再開する場合
もこの手続を利用してください。

特定法人※１の事業所については、育児時短就業給付の支給申請に係る手続も電子申請義務化
の対象となります※２。
※１ 特定法人とは、資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が１億円を超える法人、相互会社、
投資法人、特定目的会社をいいます。

※２ 電気通信回線の故障や災害などの理由により、電子申請が困難と認められる場合は、電子申請によらない方法により届
出が可能です。


